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相
当
程
度
の
可
能
性
侵
害
に
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け
る
損
害
に
関
す
る
一
考
察
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務
か
ら
の
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ロ
ー
チ

―

寺

沢

知

子

一

問
題
の
所
在
（
１
）

医
師
の
過
失
が
認
め
ら
れ
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
救
命
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
の
事
実
的
因
果
関
係
が
「
高
度
の
蓋
然
性
（
２
）」
を
も
っ
て

認
め
ら
れ
れ
ば
生
命
利
益
侵
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
可
能
に
な
る
。
救
命
の
可
能
性
は
な
い
が
、
延
命
は
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
多

様
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
医
師
の
過
失
が
な
け
れ
ば
長
期
間
の
延
命
の
可
能
性
が
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
る
場
合

が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
救
命
と
同
様
に
生
命
利
益
侵
害
に
対
す
る
損
害
や
、
少
な
く
と
も
延
命
期
間
の
短
縮
に
対
す
る
損
害
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
も
っ
と
も
、
長
期
間
の
延
命
に
つ
い
て
は
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
短
期
間
の
延
命
は
可
能

で
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
延
命
期
間
の
短
縮
と
い
う
損
害
の
立
証
は
困
難
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
医
師
に
過
失
が
あ
る
が
こ
れ
と
最
終
悪
結
果
と
の
因
果
関
係
が
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、
医
療

側
の
責
任
を
認
め
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
被
害
者
の
救
済
の
理
論
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
が
得
た
心
証
の
度
合
い
に
応
じ
た
損
害
額
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の
責
任
を
課
す
べ
き
と
す
る
確
立
心
証
の
理
論
や
因
果
関
係
に
つ
き
寄
与
度
に
応
じ
て
割
合
的
に
認
定
す
る
割
合
的
認
定
論
（
３
）な
ど
の
考
え
方

が
あ
る
。
医
師
の
過
失
と
死
亡
な
ど
の
最
終
悪
結
果
そ
れ
自
体
と
の
因
果
関
係
の
立
証
の
困
難
を
回
避
す
べ
く
、
生
活
（
生
命
）
の
質
に
関

す
る
期
待
利
益
の
侵
害
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
る
損
害
（
非
財
産
的
損
害
（
４
））
と
し
て
慰
謝
料
を
肯
定
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
ま
た
、
医
師

の
債
務
の
内
容
で
あ
る
水
準
的
治
療
を
受
け
る
機
会
の
喪
失
（
５
）

⇒

「
死
亡
も
し
く
は
後
遺
障
害
の
程
度
に
応
じ
」
た
慰
謝
料
が
算
定
さ
れ
る
べ

き
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
（
６
）。
例
え
ば
五
〇
〜
六
〇
％
の
救
命
可
能
性
を
奪
っ
た
範
囲
で
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
べ
き
と
し
て
救
命
率
を

持
っ
た
可
能
性
自
体
を
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
（
７
）と
す
る
考
え
方
、
機
会
の
喪
失
自
体
を
損
害
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
割
合
を
乗
じ
た
額

の
賠
償
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
（
８
）。
こ
れ
は
確
率
的
心
証
論
や
事
実
的
因
果
関
係
の
証
明
度
の
軽
減
と
は
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
が
、
現
実
の
問
題
と
し
て
割
合
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
学
説
で
は
、
主
観
的
な
期
待
利
益
の
侵
害
に
よ
る
慰
謝
料
を
認
め
る
考
え
方
が
有
力
に
提
唱
さ
れ
る
一
方
で
、
一
定
程
度

財
産
的
損
害
を
認
め
る
客
観
的
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
損
害
の
評
価
や
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
な
ど
、
損
害

の
よ
り
具
体
的
な
議
論
は
、
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
裁
判
実
務
で
は
、
下
級
審
に
お
い
て
、
期
待
利
益
等
の
侵
害
を
認
め
て
医
療
側
の
責
任
を

肯
定
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
下
級
審
は
、
例
え
ば
治
癒
の
機
会
を
失
い
死
期
を
早
め
ら
れ
た
こ
と
自
体
を
損
害
と
し
て

認
め
る
も
の
も
あ
っ
た
が
（
９
）、
そ
れ
で
も
財
産
的
損
害
を
正
面
か
ら
認
め
る
も
の
で
は
な
く
、
慰
謝
料
の
み
を
認
め
、
そ
の
額
も
概
ね
低
額
で

あ
る
（
亜
）。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
最
判
平
成
一
一
年
二
月
二
五
日
民
集
五
三
巻
二
号
二
三
五
頁（唖
）（
以
後
、
最
判
平
成
一
一
年
と
略
）
が
、
肝
細
胞
が
ん

患
者
が
死
亡
し
た
事
件
で
、「
医
師
が
注
意
義
務
を
尽
く
し
て
診
療
行
為
を
行
っ
て
い
た
な
ら
ば
そ
の
死
亡
の
時
点
に
お
い
て
な
お
生
存
し

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
是
認
し
得
る
高
度
の
蓋
然
性
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
医
師
の
右
不
作
為
と
患
者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
は
肯
定

さ
れ
る
」
と
し
て
、
因
果
関
係
の
終
点
を
「
死
亡
時
」
に
限
定
し
延
命
期
間
を
損
害
額
の
算
定
の
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
期
待
利
益
侵
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害
構
成
と
は
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
患
者
側
の
立
証
負
担
を
軽
減
し
た
（
娃
）。
最
判
平
成
一
一
年
が
示
し
た
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
①
事

実
的
因
果
関
係
の
存
在
、
②
事
実
的
因
果
関
係
に
立
つ
損
害
の
う
ち
ど
こ
ま
で
は
「
保
護
範
囲
」
に
含
ま
れ
る
か
、
③
「
保
護
範
囲
」
に
あ

る
損
害
の
「
金
銭
的
評
価
」
と
い
う
判
断
枠
組
（
阿
）に
近
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
哀
）。
さ
ら
に
、
損
害
を
極
め
て
形
式
的
に
捉
え
た
上
で
生
存
可
能

（
延
命
）
期
間
は
損
害
額
の
算
定
の
問
題
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
損
害
を
抽
象
的
に
捉
え
る
考
え
方
は
、
具
体
的
事
実⇒

評
価
額
（
主
要

事
実
）⇒

損
害
と
す
る
差
額
説
に
お
け
る
通
説
的
見
解
よ
り
損
害
事
実
説
に
親
近
性
が
認
め
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
愛
）。
確
か
に
、
生
存

（
延
命
）
可
能
性
の
喪
失
を
損
害
と
解
し
て
生
存
可
能
（
延
命
）
期
間
は
損
害
額
の
算
定
の
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
期
間
を

明
ら
か
に
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
患
者
側
の
立
証
の
（
不
可
能
に
近
い
）
困
難
を
救
済
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
し
、
少
な
く
と
も
死
亡
に

お
け
る
慰
謝
料
が
認
め
ら
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
延
命
利
益
侵
害
の
場
合
な
ど
、
損
害
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
患
者
側
が
生
存
可

能
期
間
の
証
明
を
で
き
ず
と
も
、
民
訴
法
二
四
八
条
を
適
用
し
て
財
産
的
損
害
賠
償
も
可
能
と
な
る
（
挨
）。
も
っ
と
も
、
因
果
関
係
に
つ
き
高
度

の
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

最
判
平
成
一
二
年
九
月
二
二
日
民
集
五
四
巻
七
号
二
五
七
四
頁
（
以
後
、
最
判
平
成
一
二
年
と
略
）
が
、
医
師
の
不
作
為
と
患
者
に
生
じ

た
悪
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
が
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、「
患
者
が
そ
の
死
亡
の
時
点
に
お
い
て
な
お
生
存
し

て
い
た
相
当
程
度
の
可
能
性
」
自
体
を
保
護
法
益
と
し
て
（
姶
）、
こ
の
侵
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
認
め
た
。
最
判
平
成
一
二
年
は
、
最
判
平
成

一
一
年
を
前
提
と
し
て
死
亡
時
に
お
け
る
生
存
の
相
当
程
度
の
可
能
性
を
被
侵
害
利
益
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
判
平
成
一
一
年
に
お
け

る
損
害
を
極
め
て
形
式
的
に
捉
え
た
上
で
生
存
可
能
（
延
命
）
期
間
は
損
害
額
の
算
定
の
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
な
お
過
失
と
最
終

悪
結
果
と
の
因
果
関
係
に
つ
き
高
度
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、「
死
亡
時
に
お
け
る
生
存
の
相
当
程
度
の
可
能
性
」
自
体
を
保

護
法
益
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
最
判
平
成
一
五
年
一
一
月
一
一
日
民
集
五
七
巻
一
〇
号
一
四
六
六
頁
（
以
後
、
最
判
平
成
一
五
年
と

略
）
は
重
大
な
後
遺
症
が
残
存
し
た
場
合
に
、
最
判
平
成
一
二
年
を
引
用
し
て
、「
患
者
に
重
大
な
後
遺
症
が
残
ら
な
か
っ
た
相
当
程
度
の
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可
能
性
」
利
益
侵
害
を
認
め
た
。
こ
れ
は
、
最
判
平
成
一
五
年
が
最
判
平
成
一
二
年
の
認
め
た
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
を
「
重
大
な

後
遺
症
の
残
存
」
に
ま
で
拡
大
し
た
と
解
さ
れ
て
い
る
（
逢
）。

最
判
平
成
一
一
年
を
前
提
と
し
た
最
判
平
成
一
二
年
に
始
ま
る
一
連
の
判
決
（
葵
）（
最
高
裁
判
決
と
し
て
は
、
最
判
平
成
一
五
年
、
最
判
平
成

一
六
年
一
月
一
五
日
裁
時
一
三
五
五
号
二
七
頁
（
以
後
、
最
判
平
成
一
六
年
と
略
）、
最
判
平
成
一
七
年
一
二
月
八
日
判
時
一
九
二
三
号
二

六
頁
判
タ
一
二
〇
二
号
二
四
九
頁
（
以
後
、
最
判
平
成
一
七
年
と
略
。
な
お
、
同
判
決
は
否
定
事
例
））
は
、
医
師
の
過
失
と
死
亡
や
重
大

な
後
遺
症
な
ど
の
最
終
悪
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
き
高
度
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
と
い
う

抽
象
的
な
利
益
を
被
侵
害
利
益
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
利
益
侵
害
に
よ
る
損
害
を
も
ま
た
抽
象
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
お

り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
具
体
的
な
損
害
（
額
）
の
把
握
の
可
否
や
評
価
方
法
な
ど
損
害
論
に
つ
い
て
の
宿
題
を
残
し
て
い
る
。「
相
当
程

度
の
可
能
性
」
と
い
う
保
護
法
益
が
ど
の
よ
う
な
実
質
を
有
す
る
の
か
、
さ
ら
に
そ
の
損
害
の
内
容
は
何
か
、
ど
の
よ
う
に
金
銭
的
評
価
が

な
さ
れ
る
の
か
な
ど
、
損
害
評
価
に
到
る
ま
で
の
理
論
的
実
体
的
道
筋
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
侵
害
に
つ
い
て
端
的
に
財
産
的
損
害
を
認
め
る
に
せ
よ
、
可
能
性
の
程
度
を
斟
酌
し
て
慰
謝
料
を
認
め
る
に
せ

よ
、
損
害
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
の
実
質
は
何
か
が
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
に
お
け
る
損
害
と
は
何
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
相
当

程
度
の
可
能
性
」
利
益
が
抽
象
的
に
創
り
出
さ
れ
た
利
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
判
平
成
一
二
年
以
降
の
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
を

認
め
る
一
連
の
判
決
も
ま
た
、
最
判
平
成
一
一
年
と
同
様
、
事
実
的
因
果
関
係
を
前
提
と
し
て
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
が
法
的
保
護
に

値
す
る
利
益
と
し
た
上
で
、
損
害
の
金
銭
的
評
価
を
行
う
と
い
う
判
断
枠
組
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
相
当
程
度

の
可
能
性
」
を
利
益
と
し
て
保
護
の
目
的
と
す
る
医
師
の
行
為
義
務
自
体
お
よ
び
行
為
義
務
と
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
と
の
関
係
を

分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
利
益
の
実
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
示
唆
を
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
行
わ
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れ
て
き
た
因
果
関
係
に
着
目
し
た
議
論
と
は
視
点
を
変
え
て
、
医
師
の
行
為
義
務
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
と
い
う
点
に
着
目
し
、
保
護
さ

れ
る
べ
き
利
益
の
実
質
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
利
益
に
お
け
る
損
害
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
考
量
す
べ
き
要
因
を
析
出
す
る

こ
と
を
試
み
る
。

註（
１
）
本
稿
は
、
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
け
る
慰
謝
料
の
問
題
に
つ
い
て
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
慰
謝
料
研
究
会
」
で
の
研
究
の
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
の
方
々
、
と
り
わ
け
石
川
寛
俊
弁
護
士
に
は
、
議
論
を
通
し
て
多
く
の
示
唆
を
頂
い
た
こ
と
を
感
謝
す
る
。

（
２
）
因
果
関
係
の
立
証
に
つ
い
て
、
最
判
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
二
四
日
民
集
二
九
巻
九
号
一
四
一
七
頁
が
提
示
し
た
「
高
度
の
蓋
然
性
」
理
論
の
問

題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
例
え
ば
、
溜
箭
将
之
「
因
果
関
係
―
『
ル
ン
バ
ー
ル
事
件
』
か
ら
の
問
題
提
起
」
ジ
ュ
リ
一
三
三
〇

号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
五
頁
を
参
照
）、
本
稿
で
は
「
高
度
の
蓋
然
性
」
を
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
る
。

（
３
）
莇
立
明
＝
中
井
美
雄
編
『
医
療
過
誤
法
』
青
林
書
院
（
一
九
九
四
年
）
一
二
一
頁
。
倉
田
卓
次
「
交
通
事
故
訴
訟
に
お
け
る
事
実
の
証
明
度
」

『
実
務
民
事
訴
訟
講
座
三
巻
』（
一
九
六
九
年
）
一
三
四
頁
お
よ
び
小
賀
野
晶
一
「
割
合
的
認
定
論
の
法
的
構
成
―
相
当
因
果
関
係
論
の
再
構
成

―
」
財
団
法
人
日
弁
連
交
通
事
故
相
談
セ
ン
タ
ー
編
『
交
通
賠
償
論
の
新
次
元
』
判
タ
社
（
二
〇
〇
七
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
も
参
照
。

（
４
）
畔
柳
正
義
「
損
害
の
発
生
（
二
）」
根
本
久
編
『
裁
判
実
務
大
系
一
七
』
青
林
書
院
（
一
九
九
〇
年
）
三
二
六
頁
、
新
美
育
文
「
癌
患
者
の
死
亡

と
医
師
の
責
任
」
ジ
ュ
リ
七
八
七
号
（
一
九
九
三
年
）
七
八
頁
、
同
「
医
療
事
故
事
例
に
お
け
る
『
期
待
権
』
の
侵
害
に
つ
い
て
」
自
正
四
七
巻
五

号
（
一
九
九
六
年
）
六
三
頁
な
ど
。

（
５
）
石
川
寛
俊
「
期
待
権
の
展
開
と
証
明
責
任
の
あ
り
方
」
判
タ
六
八
六
号
（
一
九
八
九
年
）（
以
後
、
石
川
「
期
待
権
」
と
略
）
二
九
頁
。
加
藤
新

太
郎
「
医
療
過
誤
訴
訟
の
現
状
と
展
望
」
判
タ
八
八
四
号
（
一
九
九
五
年
）
一
六
頁
も
参
照
。

（
６
）
石
川
「
期
待
権
」･

前
掲
注
（
５
）
三
〇
頁
。
な
お
、
石
川
寛
俊
「
延
命
利
益
、
期
待
権
侵
害
、
治
療
機
会
の
喪
失
」
太
田
幸
夫
編
『
新
・
裁

判
実
務
大
系
一
医
療
過
誤
訴
訟
法
』
青
林
書
院
（
二
〇
〇
〇
年
）（
以
後
、
石
川
「
延
命
利
益
」
と
略
）
三
〇
七
頁
は
、「
身
体
に
生
じ
た
危
険
の
現

実
化
」
と
し
て
財
産
的
損
害
の
可
能
性⇒

民
訴
法
二
四
八
条
に
よ
る
解
決
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
７
）
中
村
哲
「
医
療
事
故
訴
訟
に
お
け
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
」
判
タ
八
五
八
号
（
一
九
九
四
年
）
四
〇
頁
、
高
波
澄
子
「
米
国
に
お
け
る
『
チ
ャ
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）』
理
論
（
二
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
五
〇
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
一
五
九
頁
。

（
８
）
澤
野
和
博
「
機
会
の
喪
失
の
理
論
に
つ
い
て
（
四
）」
早
大
法
研
論
集
八
一
号
（
一
九
九
七
年
）
一
七
八
頁
。
な
お
、
鎌
田
薫
「
判
例
評
論
」
リ

マ
ー
ク
ス
二
〇
〇
〇
（
上
）
七
〇
頁
以
下
も
参
照
。

（
９
）
東
京
地
判
平
成
三
年
七
月
二
三
日
判
時
一
四
二
七
号
八
四
頁
は
、
適
切
な
医
療
を
受
け
て
治
癒
す
る
機
会
等
を
失
い
、
死
期
を
早
め
ら
れ
た
損

害
と
し
て
、
患
者
に
対
す
る
慰
謝
料
二
〇
〇
〇
万
円
、
母
親
に
対
す
る
慰
謝
料
二
〇
〇
万
円
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）
浦
川
道
太
郎
「
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー
四
四
民
事
責
任
」
判
タ
八
三
八
号
（
一
九
九
四
年
）
五
八
頁
、
石
川
「
延
命
利
益
」･

前
掲
注
（
６
）
二

八
八
頁
以
下
。

（
11
）
不
作
為
は
、
事
実
的
因
果
関
係
存
否
判
断
の
前
提
と
さ
れ
る
行
為
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
有
力
な
見
解
も
あ
る
が
（
平
井
宜
雄
『
損
害
賠
償
法

の
理
論
』
東
大
出
版
会
（
一
九
九
五
年
）（
以
後
、
平
井
「
理
論
」
と
略
）
四
三
六
頁
）、
本
判
決
は
、
不
作
為
不
法
行
為
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
も

作
為
不
法
行
為
の
場
合
と
同
様
、「
高
度
の
蓋
然
性
」
を
必
要
と
す
る
と
し
て
、
事
実
的
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

（
12
）
八
木
一
洋
「
判
例
解
説
（
最
判
平
成
一
一
年
）」
最
判
解
民
事
編
平
成
一
一
年
度
一
五
〇
頁
は
、
立
証
の
負
担
を
幾
分
か
で
も
軽
減
す
る
機
能
上

の
効
果
も
期
待
で
き
、
ま
た
因
果
関
係
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
慰
謝
料
の
取
扱
い
に
相
応
の
差
が
生
じ
う
る
と
す
る
。

（
13
）
平
井
宜
雄
『
債
権
各
論
Ⅱ
不
法
行
為
』
弘
文
堂
（
一
九
九
二
年
）（
以
後
、
平
井
「
債
権
」
と
略
）
一
一
〇
頁
。

（
14
）
鎌
田･

前
掲
注
（
８
）
七
三
頁
。

（
15
）
大
塚
直
「
不
作
為
医
療
過
誤
に
よ
る
患
者
の
死
亡
と
損
害
・
因
果
関
係
論
―
二
つ
の
最
高
裁
判
決
を
機
縁
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
一
一
九
九
号
（
二

〇
〇
一
年
）
一
三
頁
、
鎌
田
・
前
掲
注
（
８
）
七
三
頁
。

（
16
）
延
命
利
益
に
つ
き
、
最
判
平
成
一
一
年
後
に
民
訴
法
二
四
八
条
が
適
用
さ
れ
た
判
決
と
し
て
、
例
え
ば
東
京
地
判
平
成
一
七
年
一
一
月
三
〇
日

判
タ
一
二
四
四
号
二
九
八
頁
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
Ｃ
型
肝
炎
に
り
患
し
て
い
た
患
者
が
肝
細
胞
癌
に
よ
り
死
亡
し
た
事
件
で
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

ロ
ン
療
法
を
せ
ず
、
癌
早
期
発
見
の
た
め
の
検
査
を
怠
っ
た
と
し
て
、
損
害
賠
償
を
求
め
た
も
の
で
、
判
決
は
、
検
査⇒

肝
細
胞
癌
発
見⇒

検
査
不

実
施⇒

手
術⇒

「
死
亡
の
時
点
で
な
お
生
存
し
て
い
た
高
度
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
を
認
め
た
上
で
、
損
害

額
の
立
証
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
民
訴
法
二
四
八
条
に
該
当
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
死
亡
に
よ
り
喪
失
し
た
逸
失
利
益
相
当
額
の

損
害
額
、
四
〇
〇
万
円
、
慰
謝
料
二
八
〇
〇
万
円
（
患
者
二
五
〇
〇
万
円
、
妻
子
三
〇
〇
万
円
）
を
認
め
た
。

八
木･

前
掲
注
（
12
）
一
五
〇
頁
、
大
塚･

前
掲
注
（
12
）
一
二
頁
、
鎌
田
・
前
掲
注
（
８
）
七
三
頁
も
民
訴
法
二
四
八
条
適
用
を
示
唆
す
る
。
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（
17
）
杉
原
則
彦
「
判
例
解
説
（
最
判
平
成
一
二
年
）」
最
判
解
・
曹
時
五
四
巻
四
号
二
〇
九
頁
、
稲
垣
喬
『
医
師
責
任
訴
訟
の
構
造
』
有
斐
閣
（
二
〇

〇
二
年
）
三
一
三
頁
、
大
塚･

前
掲
注
（
15
）
一
三
頁
、
鎌
田
薫
「
判
例
批
評
」
セ
レ
ク
ト
，00
〔
法
協
二
四
六
号
別
冊
付
録
〕
二
三
頁
、
加
藤
新

太
郎
「
平
成
一
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
」
判
タ
一
〇
六
五
号
一
一
五
頁
、
窪
田
充
見
「
判
例
解
説
」
平
成
一
二
年
度
重
判
解
（
ジ
ュ
リ
一
二
〇

二
号
）（
二
〇
〇
一
年
）
七
〇
頁
、
新
美
育
文
「
判
例
評
論
」
リ
マ
ー
ク
ス
二
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
一
頁
、
澤
野
和
博
「
判
例
研
究
（
最
判
平

成
一
二
年
）」
名
経
法
学
一
〇
号
（
以
後
、
澤
野
「
判
研
」
と
略
）（
二
〇
〇
一
年
）
一
八
七
頁
、
橋
口
賢
一
「
法
益
と
し
て
の
『
相
当
程
度
の
可
能

性
』」
富
大
経
済
論
集
五
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
三
頁
、
寺
沢
知
子
「
判
例
紹
介
」
法
教
二
八
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
八
〇
頁
等
。

（
18
）
も
っ
と
も
、
最
判
平
成
一
二
年
は
生
存
を
「
死
亡
時
に
お
け
る
生
存
」
と
限
定
し
て
い
る
が
、
最
判
平
成
一
五
年
は
単
に
「
重
大
な
後
遺
症
の

残
存
」
と
し
て
お
り
、
最
終
悪
結
果
を
時
期
的
に
限
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
重
大
な
後
遺
症
発
現
時
に
重
大
な
後
遺
症
が
未
発
現
で
い
つ
ま

で
遅
ら
せ
ら
れ
る
か
が
問
題
で
は
な
い
。）。
し
か
し
、
最
判
平
成
一
五
年
が
最
判
平
成
一
二
年
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
最
判
平
成
一

五
年
も
ま
た
、
損
害
を
極
め
て
形
式
的
に
捉
え
た
最
判
平
成
一
一
年
を
前
提
に
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、「
重
大
な
後
遺
症
の
残
存
」
を
具
体
的

な
割
合
な
ど
と
は
関
わ
り
な
く
形
式
的
に
捉
え
た
上
で
、
こ
れ
の
相
当
程
度
の
可
能
性
利
益
を
認
め
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
死
亡

時
に
お
け
る
生
存
と
重
大
な
後
遺
症
が
残
存
し
な
い
結
果
と
は
同
じ
連
続
線
上
に
あ
る
悪
結
果
と
し
て
同
様
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
19
）
橋
口
賢
一
「『
相
当
程
度
の
可
能
性
』
を
め
ぐ
る
混
迷
」
富
大
経
済
論
集
五
三
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
九
頁
以
下
、
永
野
圧
彦
＝
伊
藤
孝
至

「『
相
当
程
度
の
可
能
性
』
に
関
す
る
一
考
察
―
分
析
と
展
望
」
判
タ
一
二
八
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）
七
三
頁
を
参
照
。

二
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益

医
師
の
過
失
と
死
亡
と
の
因
果
関
係
に
つ
き
高
度
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、
被
侵
害
利
益
を
「
死
亡
の
時
点
に
お
い
て
な
お

生
存
し
て
い
た
相
当
程
度
の
可
能
性
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
に
患
者
側
の
証
明
負
担
の
軽
減
を
図
っ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
（
茜
）、
あ
る

い
は
「
発
生
し
た
結
果
と
間
の
因
果
関
係
が
立
証
さ
れ
な
く
て
も
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
合
理
的
な
範
囲
に
画
し
た
も
の
（
穐
）」

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
着
目
す
る
と
連
続
線
上
に
あ
る
因
果
関
係
の
問
題
（
さ
ら
に
は
証
明
の
問
題
）
に
帰
着
し
（
悪
）、
医
師
の
行
為
義
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務
と
の
関
係
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
相
当
程
度
の
可
能
性
利
益
の
侵
害
に
よ
る
損
害
が
何
か
を
考
え
る
と
き
、

先
述
の
よ
う
に
殆
ど
（
握
）慰
謝
料
に
よ
る
解
決
が
図
ら
れ
て
お
り
、
慰
謝
料
機
能
の
肥
大
化
を
招
い
て
い
る
現
実
に
直
面
す
る
と
な
お
さ
ら
、
こ

れ
を
因
果
関
係
認
定
困
難
の
救
済
の
た
め
の
「
可
能
性
」
と
い
う
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
医
師
の
行
為
義
務
の
保
護
目
的
（
渥
）と
さ
れ
る
べ
き
法
益

の
実
質
は
何
か
と
い
う
点
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
一
）
医
師
の
行
為
義
務
と
「
潜
在
的
利
益
」
と
し
て
の
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」

患
者
に
は
個
別
の
病
状
だ
け
で
な
く
当
該
患
者
ご
と
に
身
体
的
な
性
質
や
特
徴
が
あ
る
ゆ
え
、
ま
た
、
医
療
技
術
も
絶
え
ず
進
歩
し
て
い

る
も
の
の
未
だ
解
明
さ
れ
な
い
こ
と
も
多
い
状
況
で
あ
る
ゆ
え
、
言
い
換
え
れ
ば
医
療
技
術
の
み
に
よ
り
確
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
可

能
性
」
部
分
の
多
い
場
面
で
あ
る
ゆ
え
、
医
師
が
負
う
「
最
善
の
注
意
義
務
（
旭
）」
は
一
定
の
程
度
・
範
囲
の
技
術
を
前
提
と
し
て
い
る
（
葦
）。
医
師

は
、
診
療
契
約
に
基
づ
き
及
び
専
門
家
と
し
て
、
診
療
時
に
要
求
さ
れ
る
技
術
上
の
規
準
（
芦
）に
適
合
し
た
医
療
を
行
う
注
意
義
務
を
負
う
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
医
療
行
為
が
悪
結
果
に
終
わ
っ
た
場
合
で
も
、
こ
の
悪
結
果
と
い
う
事
実
の
み
を
と
り
あ
げ
て
医
師

（
医
療
機
関
）
に
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

過
失
（
行
為
義
務
違
反
）
評
価
は
、
と
り
わ
け
不
作
為
の
医
療
過
誤
事
件
に
お
い
て
、
具
体
的
状
況
下
で
の
作
為
義
務
の
内
容
に
つ
き
規

範
的
評
価
を
行
い
、
こ
れ
と
現
実
の
医
師
の
行
為
と
の
比
較
衡
量
が
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
事
前
的
・
抽
象
的
に
過
失
を
評
価
し
て
認
め

た
う
え
で
、
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
帰
責
相
当
性
を
判
断
す
る
の
が
、
最
高
裁
の
傾
向
で
あ
っ
た
（
鯵
）。
具
体
的
状
況
下
で
の
医
師
の
義
務
を

事
前
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
現
実
に
生
じ
た
「
死
亡
当
時
の
生
存
」
や
「
重
大
な
後
遺
症
が
残
ら
な
い
こ
と
」
と
い
う
よ
う
な
特
定
の
利
益

保
護
に
向
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
周
縁
に
位
置
す
る
「
潜
在
的
利
益
（
梓
）」
と
し
て
の
、
例
え
ば
死
亡
当
時
の
生
存
の
可
能
性
を
も
保
護

す
る
こ
と
が
義
務
の
射
程
と
な
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
医
師
の
注
意
義
務
は
死
亡
と
い
う
具
体
的
悪
結
果
か
ら
回
顧
的
に
定
め
ら
れ
る
こ
と

（214）
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は
な
く
、
行
為
時
に
「
死
亡
当
時
の
生
存
」
の
周
縁
に
あ
る
相
当
程
度
の
可
能
性
を
も
含
め
た
抽
象
的
な
利
益
を
保
護
法
益
と
し
て
抽
象
的

に
設
定
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
（
圧
）。
医
師
に
こ
の
よ
う
な
事
前
的
・
抽
象
的
に
設
定
さ
れ
た
注
意
義
務
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
医
師
が
違

反
す
れ
ば
、
そ
し
て
、
後
述
の
よ
う
に
当
該
義
務
が
保
護
す
べ
き
射
程
内
に
あ
る
抽
象
的
な
利
益
で
あ
る
「
死
亡
当
時
の
生
存
の
可
能
性
」

が
独
立
し
た
利
益
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
を
侵
害
す
る
こ
と
が
、「
特
段
の
事
情
」
の
な
い
限
り
事
実
上
推
定
さ
れ
る
（
斡
）。

医
師
の
行
為
義
務
に
よ
り
保
護
す
べ
き
利
益
と
は
、
本
来
的
に
は
、
患
者
の
「
死
亡
時
に
お
け
る
生
存
」
利
益
で
あ
り
、
医
師
の
過
失
と

患
者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
が
「
高
度
の
蓋
然
性
」
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
生
命
侵
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ

る
（
扱
）。
そ
し
て
、
基
本
的
に
は
、
周
縁
に
位
置
す
る
生
存
の
「
可
能
性
」
は
あ
く
ま
で
現
実
に
発
生
し
た
死
亡
等
の
最
終
悪
結
果
を
前
提
と
し

た
抽
象
的
利
益
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
行
為
義
務
が
事
前
的
抽
象
的
に
措
定
さ
れ
た
段
階
で
は
生
存
の
「
可
能
性
」
は
潜
在
的
利
益
で
あ

り
、
そ
し
て
「
死
亡
時
に
お
け
る
生
存
」
利
益
を
前
提
と
し
て
い
る
ゆ
え
、
本
来
的
に
は
生
命
利
益
侵
害
と
の
因
果
関
係
の
有
無
が
「
高
度

の
蓋
然
性
」
を
基
準
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点
で
、「
可
能
性
」
利
益
は
死
亡
に
吸
収
さ
れ
る
か
、
因
果
関
係
が
な
い
ゆ
え
可
能
性
も

な
い
と
さ
れ
る
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
消
滅
す
る
は
ず
の
利
益
で
あ
る
。
こ
の
消
滅
す
る
は
ず
の
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
が
、
な
ぜ
そ

の
ま
ま
現
実
化
し
て
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
と
な
っ
た
か
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
（
二
）
で
述
べ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
可
能
性
」
は
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
き
医
師
の
行
為
義
務
違
反
と
現
実
に
生
じ
た
生

命
侵
害
な
ど
の
悪
結
果
と
の
間
に
何
％
の
「
可
能
性
」
が
あ
れ
ば
「
相
当
程
度
」
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
、
い
わ
ば
事
実
的
因
果
関
係
の

問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
（
宛
）。
確
か
に
、
事
実
的
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
全
く
可
能
性
が
な
け
れ
ば
、
か
か
る
利
益
も
ま

た
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
生
存
及
び
こ
れ
と
同
視
し
う
る
こ
と
（
重
大
な
後
遺
症
が
残
ら
な
い
こ
と
）
の
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
で

あ
る
の
で
、
生
命
侵
害
等
と
医
師
の
行
為
義
務
違
反
と
の
間
に
事
実
的
因
果
関
係
が
「
全
く
」
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
れ
ば
、
相
当
程
度
の

可
能
性
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
潜
在
的
利
益
」
と
し
て
行
為
義
務
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
べ
き
「
可
能
性
」
で
あ
る
と
認
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め
ら
れ
る
程
度
は
、
当
然
に
「
相
当
程
度
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
命
利
益
と
は
別
の
法
的
保
護
を
受
け
る
利
益
と
し
て
認
め
ら
れ
る
「
可

能
性
」
は
、「
潜
在
的
利
益
」
と
し
て
の
「
可
能
性
」
と
同
様
「
相
当
程
度
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
と
は
、
行
為
義
務
措
定
時
に
お
け
る
生
命
侵
害
の
周
縁
の
可
能
性
の
程
度
で
あ
る
ゆ
え
、
事
後
的
に
認
定
さ

れ
る
事
実
的
因
果
関
係
に
お
け
る
割
合
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
独
立
の
利
益
と
し
て
の
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
の
射
程

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
行
為
義
務
措
定
時
に
お
け
る
「
潜
在
的
利
益
」
侵
害
と
し
て
の
例
え
ば
生
命
利
益
侵
害
と
そ
の
可
能
性
が
予

定
さ
れ
て
い
て
も
行
為
義
務
違
反
と
生
命
利
益
侵
害
と
の
間
の
事
実
的
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
生
命
利
益
侵
害
の
有
無
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
性
の
問
題
は
消
滅
し
、
こ
れ
を
考
量
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
事
前
的
な
視
点
で
捉
え
る

と
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
は
医
師
の
行
為
義
務
の
保
護
目
的
の
範
囲
内
に
「
当
然
に
」
入
っ
て
い
る
が
、
事
後
的
に
行
う
帰
責
性
の
考

量
に
お
い
て
は
、
通
常
な
ら
「
可
能
性
」
は
因
果
関
係
の
終
点
と
し
て
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
行
為
義
務
を
事
前
に
抽
象
的
に
措
定
す
る
た
め
の
生
命･

身
体
利
益
の
周
縁
の
「
可
能
性
」
＝
本
来
潜
在
的
な
も
の
と
し

て
の
み
観
念
さ
れ
る
は
ず
の
利
益
を
、
あ
え
て
独
立
し
た
一
つ
の
利
益
と
し
て
、
い
わ
ば
潜
在
的
な
利
益
を
現
実
化
さ
せ
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
最
判
平
成
一
二
年
は
、「
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
は
人
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
な
利
益
」
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い

る
。
最
判
平
成
一
五
年
は
、
生
命
侵
害
で
は
な
く
重
大
な
後
遺
症
が
残
っ
た
場
合
で
あ
る
が
、
最
判
平
成
一
二
年
を
引
用
し
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
生
命
侵
害
に
準
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
（
姐
）、

そ
の
根
拠
も
同
じ
と
解
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
は
、
生
存
及
び
こ
れ
と
同
視
し

う
る
も
の
（
重
大
な
後
遺
症
が
な
い
こ
と
）
と
い
う
重
大
な
被
侵
害
利
益
の
周
辺
に
あ
る
「
可
能
性
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
生
命･

身
体
利
益

と
は
別
な
独
立
の
利
益
と
し
て
認
め
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
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確
か
に
、
事
前
的
に
措
定
さ
れ
る
行
為
義
務
に
よ
り
保
護
す
べ
き
利
益
は
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
に
正
確
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
個
別

具
体
的
な
事
情
に
起
因
す
る
「
あ
い
ま
い
さ
」
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
行
為
義
務
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
が
、
生
命
お
よ
び
こ
れ

と
同
視
し
う
る
も
の
と
い
う
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
な
利
益
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
生
命
・
身
体
利
益
侵
害
が
高
度
の
蓋
然
性

を
も
っ
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
具
体
的
な
事
情
ゆ
え
か
ら
生
じ
る
「
あ
い
ま
い
さ
」
＝
可
能
性
も
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
全
く
考
慮
の
外
に

お
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
質
的
に
は
因
果
関
係
の
証
明
度
の
緩
和
と
い
う
「
救
済
論
理
の
側
面
（
虻
）」
が

あ
る
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
、
事
実
的
因
果
関
係
に
つ
き
「
高
度
の
蓋
然
性
」
を
ク
リ
ア
す
る
か
ど
う
か
で
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か

が
決
ま
り
、
し
か
も
と
り
わ
け
不
作
為
の
場
合
は
、
事
実
的
因
果
関
係
そ
の
も
の
が
抽
象
的･

規
範
的
な
判
断
で
も
っ
て
決
め
ら
れ
る
実
態

に
あ
っ
て
は
、
生
命
侵
害
に
つ
い
て
は
な
お
さ
ら
「
可
能
性
」
を
も
認
め
る
こ
と
の
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。

身
体
利
益
侵
害
が
、
最
判
平
成
一
五
年
判
決
に
お
け
る
よ
う
な
生
命
侵
害
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
重
大
な
後
遺
症
に
限
る
か
、
又
は
軽
度
の

後
遺
症
な
ど
も
含
め
た
身
体
利
益
侵
害
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
の
射
程
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
最
判
平
成
一
二
年
お
よ
び
最
判
平
成
一
五
年
は
、
そ
の
射
程
に
つ
い
て
明
確
に
は
し
て
い
な
い
（
飴
）。
こ
れ
に
つ
い
て
、
軽
微
な
健
康

障
害
の
回
避
可
能
性
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
相
当
程
度
の
可
能
性
も
っ
て
立
証
さ
れ
る
な
ら
保
護
法
益
と
す
る
こ
と
に
理
論
上
は
何
の
障
害

も
な
い
と
す
る
見
解
（
絢
）や
、
医
師
の
行
為
義
務
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
で
あ
る
以
上
は
「
可
能
性
」
を
生
命
侵
害
お
よ
び
実
質
的
に
同

視
で
き
る
身
体
侵
害
の
周
辺
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
軽
度
の
後
遺
症
な
ど
も
含
め
た
身
体
利
益
侵
害
を
も
そ
の
射
程
と
す
る
見

解
（
綾
）が
あ
る
が
、
健
康
被
害
一
般
に
拡
大
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
多
い
よ
う
で
あ
る
（
鮎
）。
診
療
契
約
に
基
づ
く
医
師
の
義
務
が
「
医

療
水
準
に
応
じ
た
診
療
に
よ
っ
て
生
命
健
康
を
維
持
す
る
可
能
性
の
あ
る
患
者
に
対
し
て
、
そ
の
診
療
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
可
能

性
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
（
或
）」
こ
と
を
貫
徹
す
れ
ば
、
生
命
健
康
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
利
益
に
関
す
る
可
能
性
が
、
独
立
の
「
相
当
程
度

の
可
能
性
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
成
立
し
う
る
。
確
か
に
行
為
義
務
の
対
象
で
あ
る
以
上
は
、
こ
れ
を
こ
と
さ
ら
に
限
定
せ
ず
と
も
良
い

（217）



12

と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
は
現
実
化
さ
れ
な
い
潜
在
的
に
の
み
観
念
さ
れ
る
利
益
で
あ
っ
た
こ
と
、
軽
度
の
後
遺
症
の
可
能

性
な
ど
を
も
独
立
の
利
益
と
す
る
と
単
な
る
経
済
的
利
益
喪
失
の
可
能
性
の
場
合
と
の
異
同
が
不
鮮
明
に
な
る
虞
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
そ
し
て
近
親
者
の
慰
謝
料
請
求
に
つ
い
て
の
七
一
一
条
の
解
釈
と
パ
ラ
レ
ル
に
解
す
る
と
し
て
も
（
粟
）、
行
為
義
務
を
事
前
的
に
捉
え
る
ゆ

え
に
含
ま
れ
た
い
わ
ば
周
縁
に
存
す
る
に
過
ぎ
な
い
「
可
能
性
」
を
、
あ
え
て
独
立
の
被
侵
害
利
益
と
観
念
し
て
行
為
義
務
の
対
象
と
す
る

た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
悪
結
果
は
生
命
侵
害
ま
た
は
こ
れ
と
同
視
し
う
る
も
の
と
限
定
的
に
解
し
た
方
が
説
得
力
を
有
す
る
と
考
え

る
。（

三
）
独
立
の
利
益
と
し
て
の
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
と
因
果
関
係
の
事
実
上
の
推
定
（
事
実
的
因
果
関
係
と
し
て
の
可
能
性
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
）

生
存
利
益
が
医
師
の
行
為
義
務
違
反
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
と
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
認
め
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、

生
存
利
益
侵
害
の
有
無
が
確
定
す
れ
ば
、基
本
的
に
は「
可
能
性
」は
そ
の
存
在
意
義
を
失
う
。
そ
う
で
あ
る
の
で
、
医
師
の
行
為
（
作
為･

不
作
為
）
と
死
亡
と
の
間
の
事
実
的
因
果
関
係
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
（
袷
）、
死
亡
当
時
の
生
存
の
相
当
程
度
の
可
能
性
も
認
め
ら
れ
ず

医
師
は
帰
責
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
前
的
に
可
能
性
の
問
題
と
し
て
「
死
亡
当
時
の
生
存
」
が
保
護
の
範
囲
に
入
っ
て
い
て

も
、
現
実
に
発
生
し
た
患
者
の
死
亡
な
ど
の
最
終
悪
結
果
か
ら
、
事
後
的
評
価
に
よ
り
医
師
の
行
為
義
務
違
反
を
手
繰
り
寄
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
全
く
事
実
的
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
も
当
然
な
い
こ
と
に

な
り
、
医
師
へ
の
帰
責
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
行
為
義
務
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
技
術
上
の
規
準
に
適
合
し
た
治
療
を

行
っ
て
も
死
亡
当
時
の
生
存
の
可
能
性
が
な
け
れ
ば
治
療
を
行
う
義
務
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
実
に
発
生
し
た

（
行
為
義
務
と
の
間
の
事
実
的
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
）
死
亡
が
医
師
の
行
為
義
務
の
射
程
に
入
ら
な
い
（
↓
義
務
違
反
が
な
い
）
の
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で
あ
る
か
ら
、
死
亡
時
に
お
け
る
生
存
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
当
該
行
為
義
務
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
で
は
な
い
（
↓
義
務
違
反
が

な
い
）
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
安
）。
す
な
わ
ち
、
医
師
の
過
失
に
対
応
す
る
悪
結
果
が
現
実
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
、
事
前
的
・
抽

象
的
に
行
為
義
務
が
措
定
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
し
て
、
こ
れ
に
医
師
が
違
反
し
て
も
、
同
違
反
が
重
大
な
も
の
で
な
い
限
り
（
重
大
で
あ
れ

ば
別
の
利
益
侵
害
が
認
め
ら
れ
得
る
（
庵
））、
医
療
側
の
損
害
賠
償
責
任
は
生
じ
な
い
。
ま
た
、
現
実
に
悪
結
果
（
死
亡
ま
た
は
重
大
な
後
遺

症
）
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
、
例
え
ば
、
医
師
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
読
影
ミ
ス
に
よ
り
が
ん
発
見
が
遅
れ
た
患
者
の
生
存
の

可
能
性
が
何
％
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
侵
害
は
認
め
ら
れ
な
い
。

最
判
平
成
一
七
年
は
相
当
程
度
の
可
能
性
侵
害
が
認
め
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
で
、
拘
置
所
に
拘
留
中
の
者
（
Ｘ
）
が
脳
梗
塞
を
発
症
し
重
大

な
後
遺
症
が
残
っ
た
場
合
に
医
師
の
転
送
義
務
違
反
が
争
わ
れ
国
が
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
血
栓
溶
解
療
法
の
適
応

は
な
い
、
適
応
の
あ
る
間
に
転
送
し
て
も
同
療
法
を
開
始
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は
認
め
が
た
い
、
拘
置
所
に
お
い
て
は
症
状
に
対

応
し
た
治
療
が
行
わ
れ
て
お
り
、
転
送
し
て
も
後
遺
症
の
程
度
が
軽
減
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
速
や
か
に
転
送

さ
れ
転
送
先
の
医
療
機
関
で
医
療
行
為
を
受
け
て
い
た
ら
、「
重
大
な
後
遺
症
が
残
ら
な
か
っ
た
相
当
程
度
の
可
能
性
の
存
在
が
証
明
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
し
た
。
そ
し
て
、「
Ｘ
に
重
大
な
後
遺
症
が
残
ら
な
か
っ
た
相
当
程
度
の
可
能
性
の
存
在
が
証
明
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
東
京
拘
置
所
の
職
員
で
あ
る
医
師
が
Ｘ
を
外
部
の
医
療
機
関
に
転
送
す
べ
き
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
を
理
由

と
す
る
国
家
賠
償
請
求
は
、
理
由
が
な
い
」
と
し
た
。
さ
ら
に
、
転
送
し
て
も
「
そ
の
後
の
経
過
を
見
る
限
り
、
大
き
な
差
は
な
か
っ
た
」

と
い
う
事
情
や
、
医
師
ら
は
症
状
に
対
応
し
た
治
療
を
行
っ
て
い
た
な
ど
の
事
情
か
ら
、
帰
責
相
当
性
の
問
題
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
ま
ず
、
転
送
さ
れ
て
い
た
ら
後
遺
症
の
程
度
が
軽
減
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
事
情
↓
後
遺
症
の
程
度
軽
減
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ

の
可
能
性
も
認
め
ら
れ
な
い
と
認
定
す
る
。
そ
し
て
、
転
送
義
務
に
つ
い
て
は
医
師
の
行
為
義
務
と
し
て
事
前
的
・
抽
象
的
に
認
め
な
が

ら
、
当
該
可
能
性
は
速
や
か
に
他
の
医
療
機
関
へ
転
送
す
る
と
い
う
医
師
の
行
為
義
務
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
に
当
た
ら
ず
、
し
た
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が
っ
て
同
義
務
違
反
は
認
め
ず
、
国
に
帰
責
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
と
判
断
し
た
と
解
さ
れ
る
（
按
）。
具
体
的
患
者
を
前
に
し
た
医
師
の
行

為
準
則
・
義
務
が
、
具
体
的
悪
結
果
の
回
避
及
び
そ
の
周
縁
に
あ
る
可
能
性
と
い
う
抽
象
的
利
益
を
保
護
す
る
べ
く
事
前
的
・
抽
象
的
に
定

め
ら
れ
る
。
医
師
が
こ
の
行
為
義
務
に
違
反
し
、
か
つ
過
失
に
対
応
し
た
死
亡
な
ど
の
悪
結
果
が
発
生
す
る
と
、
悪
結
果
発
生
の
「
相
当
程

度
の
可
能
性
」
が
独
自
の
規
範
的
利
益
と
し
て
侵
害
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
が
、
過
失
に
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
、
事
実
的
因
果
関
係
は

ま
っ
た
く
な
い
と
さ
れ
て
、
悪
結
果
発
生
の
責
任
を
医
師
が
負
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ス
キ
ル
ス
胃
癌
の
患
者
に
対
す
る
内
視
鏡
検
査
不
実
施
が
争
わ
れ
た
最
判
平
成
一
六
年
は
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利

益
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
判
決
は
、
検
査
義
務
違
反
と
い
う
、
未
だ
診
断
も
な
さ
れ
て
い
な
い
段
階=

義
務
違
反
時
の
病

状
も
わ
か
ら
な
い
段
階
で
、
生
存
の
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
を
評
価
し
た
。
そ
し
て
、
医
療
水
準
に
適
合
し
た
行
為
を
行
っ
て
い
れ
ば
、

実
際
の
転
帰
よ
り
も
良
好
な
治
療
効
果
が
得
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
、「
特
段
の
事
情
」
の
な
い
限
り
、
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
手
法
に

よ
っ
て
、
死
亡
時
点
に
お
け
る
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
侵
害
の
存
否
を
評
価
し
た
。
す
な
わ
ち
、
医
療
水
準
に
適
合
し
な
い
治
療
を
行
う

と
、
通
常
は
医
療
水
準
に
適
合
し
た
治
療
を
行
っ
た
結
果
よ
り
も
悪
結
果
に
到
る
と
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
、
し
た
が
っ
て
、
死
亡
時
の
生
存
可

能
性
が
あ
る
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
な
い
限
り
は
、
当
該
可
能
性
は
医
師
の
内
視
鏡
実
施
義
務
に
よ
り
保

護
さ
れ
る
べ
き
利
益
と
し
て
射
程
内
に
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。

（
四
）
小
括

そ
も
そ
も
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
い
て
は
、
死
亡
な
ど
の
最
終
悪
結
果
に
つ
い
て
医
師
ら
の
責
任
が
追
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
死
亡
の
「
可

能
性
」
と
い
う
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
は
事
前
的
に
抽
象
的
に
措
定
さ
れ
る
医
師
の
行
為
義
務
の
目
的
と
し
て
保
護
さ
れ
る
「
潜
在
的
利
益
」
と
し

て
な
ら
格
別
、
因
果
関
係
の
有
無
を
決
す
る
と
い
う
法
的
な
意
味
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
領
域
で
あ
っ
た
。
従
前
の
議
論
な
ら
、
事
実
的
因
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果
関
係
の
問
題
と
し
て
、「
高
度
の
蓋
然
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
因
果
関
係
の
有
無
が
決
せ
ら
れ
、
そ
の
段
階
で
「
可
能
性
」
は
因
果
関
係

の
終
点
と
し
て
の
最
終
悪
結
果
に
吸
収
さ
れ
る
。
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
扱
え
ば
最
終
悪
結
果
と
の
間
に
高
度
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
な

け
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
「
可
能
性
」
を
、「
人
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
な
利
益
（
最
判
平
成
一
二
年
）」
に
お
け
る
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」

と
し
て
極
め
て
規
範
的
な
判
断
で
も
っ
て
独
立
の
現
実
に
保
護
す
べ
き
利
益
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
事
後
的
に
も
最

終
悪
結
果
に
吸
収
さ
せ
ず
、
現
実
に
保
護
す
べ
き
利
益
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
因
果
関
係
の
問
題
を
事
実
上
「
推
定
」
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
た
の
で
あ
る
。

註（
20
）
大
塚
・
前
掲
注
（
15
）
九
頁
、
飯
塚
和
之
「
最
判
平
成
一
六
年
一
月
一
五
日
判
例
評
釈
〔
民
事
責
任
〕」
判
タ
一
一
五
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一

一
四
頁
。

（
21
）
最
判
平
成
一
七
年
に
お
け
る
島
田
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、「
医
師
の
不
法
行
為
責
任
を
問
う
に
は
医
師
の
過
失
と
患
者
の
生
命
身
体
に
受
け
た

損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
代
え
て
こ
の
よ
う
な
『
相
当
程
度
の
可
能
性
の
存
在
』
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
け
る
患
者
側
の
立
証
の
困
難
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、『
相
当
程
度
の
可
能
性
の
存
在
』
を
要
件
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
発
生
し
た
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
が
立
証
さ
れ
な
く
て
も
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
合
理
的
な
範
囲
に
画
し
た
も
の

と
理
解
さ
れ
る
」
と
し
て
、「
因
果
関
係
の
存
在
に
代
わ
る
要
件
」
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。

（
22
）
溜
箭
将
之
「『
相
当
程
度
の
可
能
性
』
の
ゆ
く
え
―
平
成
一
七
年
一
二
月
八
日
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
を
題
材
に
」
ジ
ュ
リ
一
三
四
四
号
（
二

〇
〇
七
年
）
五
五
頁
は
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
を
機
能
的
に
捉
え
れ
ば
、
因
果
関
係
の
証
明
に
つ
き
、
証
明
度
を
緩
和
す
る
と
同
時
に
、
証
明

責
任
を
事
実
上
転
換
し
た
も
の
に
限
り
な
く
近
い
と
指
摘
し
、
法
益
侵
害
の
要
件
事
実
と
し
て
問
題
に
す
る
よ
り
「
現
実
的
な
判
断
枠
組
み
」
と
さ

え
言
え
る
と
す
る
。
な
お
、
稲
垣
・
前
掲
注
（
17
）
三
〇
九
頁
以
下
も
参
照
。

（
23
）
そ
の
理
論
構
成
は
明
確
で
は
な
い
が
、
仙
台
地
判
平
成
七
年
七
月
二
一
日
（
刊
行
物
未
搭
載
）
が
患
者
の
慰
謝
料
、
両
親
の
慰
謝
料
、
治
療
費

等
を
認
め
て
い
る
。（
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
石
川
寛
俊
弁
護
士
か
ら
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。）
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（
24
）
潮
見
佳
男
『
法
律
学
の
森
不
法
行
為
法
』
信
山
社
（
一
九
九
九
年
）
一
七
七
頁
。

（
25
）
最
判
昭
和
三
六
年
二
月
一
六
日
民
集
一
五
巻
二
四
四
頁
。

（
26
）
最
判
昭
和
五
七
年
三
月
三
〇
日
判
タ
四
六
八
号
七
六
頁
。

（
27
）
技
術
上
の
規
準
に
適
合
し
て
い
る
と
は
、
例
え
ば
「
医
療
水
準
」
に
よ
り
規
範
的
評
価
を
さ
れ
て
こ
れ
に
適
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
学
会
が
策
定
し
た
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
な
ど
の
医
療
者
側
の
行
為
規
範
、
そ
し
て
薬
剤
の
添
付
文
書
な
ど
も
技
術
上
の
規
準
に
適
合
し
て
い
る

か
ど
う
か
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、「
医
療
水
準
」
概
念
が
「
修
辞
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る

と
お
り
（
新
美
育
文
「
判
例
批
評
」
ジ
ュ
リ
一
〇
九
一
号
（
一
九
九
六
年
）
六
五
頁
）、
こ
れ
が
規
範
評
価
の
基
準
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
あ
く
ま
で
医
療
従
事
者
の
行
為
規
範
に
過
ぎ
ず
、
法
的
規
準
と
な
り
う
る
か
は
規
範
的
評
価

を
必
要
と
す
る
（
大
阪
地
判
平
成
一
九
年
九
月
一
九
日
判
タ
一
二
六
二
号
二
九
九
頁
参
照
）。

（
28
）
寺
沢
知
子
「
判
例
評
釈
」
摂
南
法
学
三
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
二
七
頁
。

（
29
）
潮
見
・
前
掲
注
（
24
）
一
五
九
頁
。

（
30
）
死
亡
当
時
の
生
存
と
い
う
特
定
の
利
益
侵
害
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、「
潜
在
的
利
益
」
で
は
あ
っ
て
も
一
般
的
な
「
生
命
健
康
を
維
持
す
る

可
能
性
」
で
は
な
く
「
死
亡
当
時
の
生
存
の
可
能
性
」
と
限
定
的
に
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
31
）
最
判
平
成
一
六
年
。
杉
原
・
前
掲
注
（
17
）
二
〇
七
頁
、
手
嶋
豊
「
判
例
評
論
」
判
評
五
五
二
号
一
八
二
頁
、
岡
林
信
幸
「
判
例
評
論
」
判
評

五
七
四
号
三
一
頁
、
寺
沢
知
子
「
判
例
紹
介
」
民
商
一
三
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
四
九
頁
。
な
お
、
新
美･

前
掲
注
（
17
）
六
二
頁
は
、

「
高
度
の
蓋
然
性
」
を
持
っ
て
証
明
で
き
る
か
と
い
う
点
に
疑
問
を
呈
す
る
。

（
32
）
潮
見･

前
掲
注
（
24
）
一
七
七
頁
、
前
田
達
明
『
現
代
法
律
学
講
座
一
四
民
法
Ⅵ
２
（
不
法
行
為
法
）』
青
林
書
院
（
一
九
九
一
年
）
二
九
八

頁
、
四
宮
和
夫
『
現
代
法
律
学
全
集
一
〇
不
法
行
為
（
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
中
間
・
下
巻
）』
青
林
書
院
（
一
九
九
〇
年
）
四
三
一

頁
。
本
稿
は
基
本
的
に
は
「
規
範
の
保
護
目
的
」
説
に
よ
り
責
任
範
囲
を
確
定
す
る
立
場
に
た
っ
て
い
る
が
、
権
利
侵
害
と
損
害
と
は
区
別
し
て
い

る
（
注
（
61
）
を
参
照
）。

（
33
）
畑
中
綾
子
「『
相
当
程
度
の
可
能
性
』
に
つ
い
て
―
平
成
一
七
年
一
二
月
八
日
最
高
裁
判
決
を
素
材
に
」
ジ
ュ
リ
一
三
四
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）

六
三
頁
を
参
照
。

（
34
）
永
野
＝
伊
藤･

前
掲
注
（
19
）
六
九
頁
は
、
近
親
者
の
慰
謝
料
請
求
に
つ
い
て
の
民
法
七
一
一
条
の
解
釈
と
パ
ラ
レ
ル
に
解
す
れ
ば
、
生
命
侵
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害
に
準
じ
る
レ
ベ
ル
の
身
体
侵
害
を
生
命
侵
害
と
同
様
に
扱
う
の
は
理
由
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
35
）
林
道
晴
「
判
批
（
最
判
平
成
一
五
年
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
九
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
三
頁
。
杉
原
則
彦
「
判
例
批
評
」
ジ
ュ
リ
一
二
一
三
号
（
二
〇

〇
一
年
）
一
三
四
頁
、
円
谷
峻
「
判
例
研
究
」
ひ
ろ
ば
二
〇
〇
六
年
九
月
号
七
一
頁
、
日
山
恵
美
「
判
決
紹
介
」
年
報
医
事
法
学
二
一
号
（
二
〇
〇

六
年
）
一
二
八
頁
も
参
照
。

（
36
）
松
並
重
雄
「
判
例
解
説
」
最
判
解
・
曹
時
五
八
巻
四
号
二
八
七
頁
は
、
最
判
平
成
一
二
年
や
最
判
平
成
一
五
年
の
説
示
に
照
ら
す
と
、
こ
れ
ら

の
判
決
が
「
心
身
の
健
全
性
が
損
な
わ
れ
た
場
合
全
般
」
が
そ
の
射
程
内
に
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
と
し
て
い
る
。

（
37
）
新
美
育
文
「
判
例
評
論
」
リ
マ
ー
ク
ス
三
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
四
九
頁
。

（
38
）
石
川
寛
俊
『
第
一
回
弁
護
士
の
た
め
の
医
療
過
誤
訴
訟
法
講
座
講
義
録
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
け
る
因
果
関
係
』
医
療
事
故
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
〇

四
年
）（
以
後
、
石
川
「
因
果
関
係
」
と
略
）
五
三
頁
以
下
は
、
医
師
は
、
基
本
的
に
「
身
体
生
命
へ
の
危
険
を
防
止
す
べ
き
注
意
義
務
」
を
負
っ

て
お
り
、
注
意
義
務
が
適
切
に
履
行
さ
れ
れ
ば
危
険
を
除
去
さ
れ
る
治
療
効
果
が
期
待
さ
れ
る
と
す
る
（
治
療
機
会
）。

（
39
）
松
並･

前
掲
注
（
36
）
二
八
七
頁
、
林･

前
掲
注
（
35
）
七
三
頁
等
。
寺
沢
「
紹
介
」･

前
掲
注
（
17
）
八
一
頁
は
、
最
判
一
五
年
が
あ
ら
ゆ

る
後
遺
症
残
存
に
ま
で
認
め
た
と
は
解
さ
れ
な
い
と
す
る
。

（
40
）
松
並･

前
掲
注
（
36
）
二
七
五
頁
。

（
41
）
永
野
＝
伊
藤･

前
掲
注
（
19
）
六
九
頁
。

（
42
）
例
え
ば
、
医
師
の
行
為
後
に
発
生
し
た
事
情
に
よ
り
患
者
に
最
終
悪
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
は
、「
特
段
の
事
情
」
が
認
め
ら
れ
て
、「
可

能
性
」
侵
害
に
つ
い
て
医
師
は
帰
責
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
右
の
よ
う
に
事
実
的
因
果
関
係
が
な
い
こ
と
が
明
確
で
あ
る
こ
と
は
多
く
な
い
と
思
わ

れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
医
療
側
が
「
特
段
の
事
情
」
を
立
証
す
る
と
い
う
、
事
実
上
因
果
関
係
が
な
い
こ
と
の
証
明
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。
溜
箭
・
前
掲
（
注
（
22
））
五
四
頁
は
、
最
判
平
成
一
七
年
も
最
判
平
成
一
六
年
同
様
、
医
師
の
過
失
に
よ
り
相
当
程
度
の
可
能
性
が

事
実
上
推
定
さ
れ
、
被
告
が
反
証
す
る
責
任
を
負
っ
た
と
す
る
論
理
に
近
い
と
す
る
。

（
43
）
行
為
義
務
に
対
応
し
た
利
益
が
あ
り
、
そ
の
利
益
の
範
囲
外
で
あ
る
な
ら
ば
、
事
実
的
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
、
過
失

と
因
果
関
係
は
牽
連
関
係
に
あ
る
。
石
川
「
因
果
関
係
」・
前
掲
注
（
38
）
五
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
44
）
最
判
平
成
一
七
年
は
、「
生
命
の
尊
厳
を
脅
か
す
よ
う
な
粗
雑
診
療
」
の
場
合
は
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
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た
、
島
田
裁
判
官
お
よ
び
才
口
裁
判
官
の
補
足
意
見
に
よ
る
と
、「
著
し
く
不
適
切
不
十
分
な
場
合
」「
医
療
行
為
の
名
に
値
し
な
い
よ
う
な
例
外
的

な
場
合
」
に
は
医
師
の
過
失
責
任
が
問
わ
れ
得
る
。
こ
れ
ら
は
、
ま
た
別
の
利
益
が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
得
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
は

外
れ
る
。

（
45
）
四
六
拙
稿
・
最
判
平
成
一
七
年
判
例
評
釈
（
前
掲
注
（
28
））
一
二
七
頁
以
下
は
、
最
判
平
成
一
二
年
、
最
判
平
成
一
五
年
、
最
判
平
成
一
六
年

が
過
失
を
事
前
的
・
抽
象
的
に
評
価
を
し
て
い
る
の
と
異
な
り
、
最
判
平
成
一
七
年
が
医
師
の
行
為
態
様
（
落
ち
度
）
と
因
果
関
係
の
程
度
を
相
関

さ
せ
て
帰
責
相
当
性
の
問
題
と
し
て
医
師
に
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
評
価
過
程
が
異
な
っ
て
お
り
わ
か
り
に
く
い

ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
し
か
し
、
本
文
中
に
述
べ
た
よ
う
に
行
為
義
務
の
射
程
の
問
題
と
し
て
捉
え
れ
ば
二
つ
の
評
価

過
程
が
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

三
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
侵
害
に
お
け
る
損
害

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
事
前
的
に
措
定
さ
れ
た
行
為
義
務
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
で
あ
る
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
で
あ

る
の
で
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
は
医
師
の
行
為
時
に
お
け
る
可
能
性
の
現
実
化
し
た
あ
く
ま
で
規
範
的
な
利
益
で
あ
り
、
死
亡
な

ど
の
悪
結
果
と
の
事
実
的
因
果
関
係
に
お
い
て
現
実
に
可
能
性
が
何
％
あ
っ
た
か
と
い
う
点
か
ら
直
接
に
損
害
が
導
き
だ
さ
れ
る
の
で
は
な

い
（
暗
）。
そ
れ
で
は
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
に
お
け
る
損
害
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
評
価･

算
定
す
れ
ば
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
先
述
の
と
お
り
、
裁
判
実
務
は
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
に
つ
い
て
の
損
害
に
つ
き
、
慰
謝
料
の
み
を
認
め
、
そ
の
額
は
流

れ
と
し
て
は
高
額
化
し
て
い
る
も
の
の
比
較
的
低
額
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
傾
向
で
あ
る
（
案
）。
も
っ
と
も
、
慰
謝
料
を
認
め
て
い
る
も
の

の
、
損
害
が
何
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
る
も
の
で
は
な
い
。
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（
一
）
慰
謝
料
と
財
産
的
損
害

裁
判
実
務
が
一
般
に
採
用
し
て
い
る
考
え
方
は
、
差
額
説
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
金
銭
評
価
の
問
題
を
も
損
害
概
念
の
中
に
取
り
込
ん
で

観
念
し
て
い
る
。
そ
の
「
算
定
」
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
損
害
計
算
、
個
別
損
害
項
目
積
算
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
被
害
者
が
幼
児
で
あ
る
場
合
の
逸
失
利
益
な
ど
不
都
合
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
裁
判
実
務
は
、
被
害
者
個
人
を

対
象
と
す
る
具
体
的
損
害
計
算
を
本
則
と
し
な
が
ら
、
平
均
賃
金
等
の
抽
象
的
・
客
観
的
基
準
に
よ
り
、「
控
え
め
な
算
定
」
と
い
う
名
の

下
に
賠
償
を
肯
定
し
た
（
闇
）。
裁
判
実
務
が
採
用
し
て
い
る
こ
の
差
額
説
＋
具
体
的
損
害
計
算
手
法
に
忠
実
に
従
え
ば
、
先
述
の
よ
う
に
、
損
害

額
が
問
題
に
な
る
ゆ
え
具
体
的
な
事
実
と
し
て
の
「
可
能
性
」
割
合
に
基
づ
い
て
具
体
的
損
害
計
算
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
、
こ
の

事
実
認
定
の
至
難
な
作
業
は
、
立
証
の
困
難
も
あ
い
ま
っ
て
、
結
果
的
に
財
産
的
損
害
の
立
証
困
難
性
に
対
す
る
補
完
の
意
味
（
鞍
）で
の
、
ま
た

は
精
神
的
苦
痛
を
填
補
す
る
意
味
（
杏
）で
の
慰
謝
料
と
し
て
、
裁
判
所
の
包
括
的
な
「
裁
量
」
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で

「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
侵
害
を
認
め
た
裁
判
例
は
一
裁
判
例
を
除
く
す
べ
て
が
慰
謝
料
の
み
を
認
め
て
い
る
も
の
の
、
明
示
的
に
財
産
的

損
害
を
否
定
し
た
も
の
は
な
い
（
以
）。

学
説
で
は
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
侵
害
に
お
け
る
損
害
に
つ
い
て
、
最
判
平
成
一
二
年
を
受
け
て
、
損
害
額
の
算
定
の
困
難･

問
題
性
か
ら
可
能
性
の
程
度
等
を
斟
酌
す
る
こ
と
に
よ
る
慰
謝
料
の
算
定
に
と
ど
ま
る
と
す
る
見
解
（
伊
）な
ど
、
慰
謝
料
に
と
ど
ま
る
と
い
う
考

え
方
が
有
力
に
提
示
さ
れ
て
い
る
（
位
）。
一
方
、
最
判
一
二
年
直
後
に
出
さ
れ
た
見
解
に
は
、
生
存
の
可
能
性
に
応
じ
た
損
害
賠
償
で
あ
る
こ
と

に
着
目
し
て
、
財
産
的
損
害
賠
償
を
肯
定
す
る
見
解
も
多
い
（
依
）。
ま
た
、
民
訴
法
二
四
八
条
な
ど
に
よ
り
財
産
的
損
害
を
認
め
る
可
能
性
を
指

摘
す
る
見
解
が
あ
る
（
偉
）。
さ
ら
に
、
労
働
能
力
喪
失
説
や
損
害
事
実
説
的
な
考
え
方
を
使
っ
て
定
量
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
つ
ま
り
死
亡

自
体
や
後
遺
症
確
定
時
に
お
け
る
労
働
能
力
の
喪
失
自
体
を
損
害
と
し
て
、
金
銭
的
評
価
の
段
階
で
統
計
的
手
法
（
控
え
め
な
算
定
方
法
）

を
使
う
、
そ
し
て
理
論
的
検
証
で
詰
め
切
れ
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
民
訴
法
二
四
八
条
に
拠
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
（
囲
）。
そ
の
他
に
、「
よ
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り
よ
い
結
果
を
享
受
し
う
る
相
当
程
度
の
可
能
性
」
の
喪
失
の
損
害
は
客
観
的
な
経
済
的
損
害
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
し
た
客
観
的
な
損
害

項
目
を
考
え
る
べ
き
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
（
夷
）。

確
か
に
、
す
ぐ
れ
て
規
範
的
な
「
可
能
性
」
利
益
を
客
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
財
産
的
損

害
を
直
接
的
に
は
認
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
し
た
が
っ
て
非
財
産
的
・
精
神
的
損
害
の
賠
償
と
し
て
慰
謝
料
の
み
を
認
め
て
裁
判
所
の
「
裁

量
」
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
喪
失
し
た
延
命
期
間
の
算
定
の
よ
う
に
、
過
失
と
利
益
侵
害
と
の
間
の
事
実
的
因
果
関
係
は

認
め
ら
れ
て
い
る
が
単
に
財
産
的
損
害
の
立
証
困
難
な
場
合
に
は
、
端
的
に
損
害
の
問
題
の
み
に
つ
い
て
慰
謝
料
の
補
完
的
機
能
に
解
決
を

求
め
て
い
る
と
し
て
許
容
で
き
な
く
は
な
い
（
も
っ
と
も
、
前
述
の
よ
う
に
民
訴
法
二
四
八
条
に
そ
の
解
決
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
）。

し
か
し
、
過
失
と
、
例
え
ば
生
命
利
益
侵
害
と
の
間
の
事
実
的
因
果
関
係
の
立
証
困
難
の
ゆ
え
に
創
り
出
さ
れ
た
極
め
て
抽
象
的･

規
範
的

な
利
益
に
つ
い
て
、
そ
の
実
質
も
不
明
の
ま
ま
、
損
害
に
つ
い
て
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
慰
謝
料
の
補
完
的
機
能
に
依
存
し
て
裁

判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
こ
と
は
、
慰
謝
料
の
機
能
を
い
た
ず
ら
に
肥
大
化
さ
せ
る
と
思
わ
れ
る
。

先
に
述
べ
た
損
害
評
価
の
レ
ベ
ル
で
可
能
性
の
確
率
的
な
判
断
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
直
截
に
財
産
的
損
害
の
賠
償
へ
の
道
を
開
く
と
い

う
見
解
は
、
民
訴
法
二
四
八
条
を
適
用
し
て
こ
れ
を
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
と
い
う
考
え
方
に
結
び
つ
く
（
委
）。
慰
謝
料
の
補
完
的
機
能
に
依

存
し
て
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
よ
り
も
、
民
訴
法
二
四
八
条
の
適
用
の
場
面
で
あ
る
と
し
て
端
的
に
財
産
的
損
害
の
賠
償
の
可
能
性
を
検

討
す
る
こ
と
が
、
慰
謝
料
機
能
の
肥
大
化
を
防
ぐ
こ
と
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
医
師
の
行
為
義
務
違
反
と
最
終
悪
結
果
と
の
間
の

事
実
的
因
果
関
係
が
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
る
場
合
と
単
に
相
当
程
度
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
慰
謝
料
が
認
め
ら
れ
る
場
合

に
お
け
る
損
害
賠
償
額
の
違
い
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
理
論
的
に
説
明
可
能
か
つ
妥
当
な
結
果
を
導
き
得
る
。
た
だ
し
、
民
訴
法
二
四
八
条

に
よ
り
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
に
は
、
相
当
額
認
定
の
基
礎
と
し
た
諸
事
情
等
を
当
事
者
双
方
に
よ
る
追
試
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
判
決

理
由
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
望
ま
し
い
し
（
威
）、
そ
の
た
め
の
損
害
評
価
ル
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
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（
二
）
損
害
事
実
の
確
定
と
金
銭
的
評
価
ル
ー
ル

相
当
程
度
の
可
能
性
利
益
に
お
け
る
損
害
（
尉
）が
何
か
を
評
価
す
る
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
ず
、「
可

能
性
」
利
益
は
事
前
的
に
措
定
さ
れ
た
行
為
義
務
に
お
い
て
「
潜
在
的
利
益
」
と
し
て
観
念
さ
れ
、
本
来
的
に
は
具
体
的
な
悪
結
果
が
発
生

し
た
段
階
で
、
そ
の
悪
結
果
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
利
益
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
は
、
極
め
て
規
範
的
な
価

値
判
断
に
よ
っ
て
、
最
終
悪
結
果
に
吸
収
さ
せ
ず
に
「
行
為
義
務
に
よ
り
保
護
す
べ
き
利
益
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
判
断
の
根
拠
と
し
て
は
、

死
亡
当
時
の
生
存
及
び
こ
れ
と
同
視
し
う
る
も
の
（
重
大
な
後
遺
症
が
な
い
こ
と
）
と
い
う
重
大
な
被
侵
害
利
益
の
周
縁
に
あ
る
「
可
能

性
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
侵
害
に
お
け
る
損
害
は
、
死
亡
や
重
大
な
後
遺
症
と
い
う
生
命･

身
体
侵
害
の
場
合
と
異
な
り
、「
相
当
程
度

の
可
能
性
」
が
規
範
的
判
断
に
よ
り
創
り
出
さ
れ
た
利
益
で
あ
る
ゆ
え
、
差
額
説
に
お
け
る
よ
う
な
損
害
項
目
を
個
別
に
積
み
上
げ
て
積
算

す
る
方
式
に
な
じ
ま
な
い
。
こ
の
利
益
の
抽
象
性
に
注
目
す
る
と
、
同
利
益
侵
害
に
よ
る
損
害
も
抽
象
的
に
捉
え
て
一
つ
と
考
え
、
あ
と
は

金
銭
的
評
価
の
問
題
と
す
る
考
え
方
、
す
な
わ
ち
損
害
事
実
説
（
惟
）の
考
え
方
に
親
近
性
が
あ
る
。
損
害
事
実
説
で
は
、
損
害
を
金
銭
で
表
す
作

業
は
「
裁
判
所
の
行
う
裁
量
的
・
創
造
的
・
評
価
的
要
素
が
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
性
質
」
を
有
し
て
い
る
ゆ
え
、
損
害
は
、
金
銭
で
表
示

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
基
礎
で
あ
る
「
不
利
益
を
構
成
す
る
事
実
」
で
あ
る
（
意
）。
し
た
が
っ
て
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
侵
害
に
お

け
る
損
害
事
実
は
、
死
亡
当
時
の
生
存
（
ま
た
は
重
大
な
後
遺
症
が
残
ら
な
か
っ
た
）
の
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
の
喪
失
と
い
う
規
範
的

要
件
で
あ
り
、
同
要
件
を
支
え
る
評
価
根
拠
事
実
は
、
①
最
終
悪
結
果
が
あ
る
こ
と
（
死
亡
ま
た
は
重
大
な
後
遺
症
の
存
在
）
お
よ
び
②
最

終
悪
結
果
を
生
じ
さ
せ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
の
金
銭
的
評
価
に
つ
い
て
は
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
の
喪
失
と
い
う
損
害
の
発
生
は
確
実
で
あ
る
が
、
そ
の
損
害
は
「
可
能
性

の
喪
失
」
と
い
う
抽
象
的
で
規
範
的
な
性
質
を
有
す
る
た
め
に
そ
の
額
の
立
証
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
民

（227）



22

訴
法
二
四
八
条
を
適
用
し
て
損
害
額
の
確
定
を
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
り
妥
当
な
解
決
を
得
ら
れ
る
と
考
え
る
（
慰
）。
も
ち
ろ
ん
、

具
体
的
な
「
可
能
性
」
の
存
在
は
、
間
接
事
実
と
し
て
当
事
者
に
よ
る
主
張･

立
証
活
動
が
行
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
民
訴
法
二
四
八
条
は
、
例
え
ば
幼
児
の
逸
失
利
益
な
ど
裁
判
実
務
が
積
み
重
ね
て
き
た
差
額
説
を
前
提
と
し
た
算
定
方
法
を

追
認
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
が
（
易
）、
こ
の
よ
う
な
算
定
方
法
は
金
銭
的
評
価
の
一
つ
の
手
法
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ

る
（
椅
）。
す
な
わ
ち
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
損
害
に
つ
き
本
条
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
抽
象
的
な
利
益
に
つ
い
て
の
一
つ
の
評
価
ル
ー
ル

の
定
立
と
い
う
意
味
で
、
金
銭
的
評
価
に
つ
き
規
範
的
手
法
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
当
事
者
へ
の
不
意
打
ち
を
防
止
し
、
追
試
を
可
能
に
す

る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
（
為
）。

「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
と
い
う
規
範
的
損
害
の
評
価
手
法
に
つ
い
て
、
奪
わ
れ
た
生
存
可
能
性
の
存
在
の
「
割
合
」
と
本
来
の
死
亡
と

の
差
と
と
ら
え
て
、
具
体
的
に
は
、
差
額
説
の
考
え
方
に
よ
っ
て
死
亡
当
時
の
生
存
の
喪
失
に
よ
る
損
害
に
つ
き
ま
ず
金
銭
的
評
価
を
行

い
、
こ
れ
に
可
能
性
「
割
合
」
を
乗
じ
る
と
い
う
評
価
方
法
が
あ
る
（
畏
）。
可
能
性
を
損
害
と
す
る
以
上
、
そ
し
て
財
産
的
損
害
の
可
能
性
を
引

き
出
す
た
め
に
は
、
可
能
性
「
割
合
」
に
よ
る
具
体
的
な
算
定
が
必
要
と
な
る
ゆ
え
、
差
額
説
の
考
え
方
に
依
拠
し
て
具
体
的
に
算
定
す

る
、
こ
の
評
価
方
法
が
、
大
枠
と
し
て
は
現
実
的
か
つ
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
割
合
」
は
事
実
的
因
果
関
係
レ
ベ
ル
で

の
割
合
で
は
な
く
、
規
範
的
評
価
を
受
け
た
「
割
合
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
為
義
務
に
よ
り
保
護
す
べ
き
利
益
と
し
て
捉
え
れ
ば
、（
仮

に
肝
癌
に
お
け
る
よ
う
な
統
計
上
の
数
字
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
）
具
体
的
な
割
合
（
％
）
は
、
可
能
性
「
割
合
」
を
導
き
出
す
単
な
る

一
事
情
（「
疾
病
側
の
事
情
」）
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
「
割
合
」
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
。「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
損
害
は
、
も
と
も
と
の

被
侵
害
利
益
自
体
が
規
範
的
評
価
の
結
果
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
異
）。
こ
の
抽
象
的
に
把
握
せ
ざ
る
を
得
な
い
損
害
の
評
価
に
当

た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
規
範
的
判
断
に
基
づ
い
て
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
が
行
為
義
務
措
定
時
に
保
護
さ
れ
る
利
益
と
さ
れ
た
か
と
い
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う
、
い
わ
ば
責
任
成
立
要
件
レ
ベ
ル
（
移
）に
立
ち
戻
っ
て
の
考
量
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
が
行
為
義

務
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
因
、
言
い
換
え
れ
ば
死
亡
当
時
の
生
存
及
び
こ
れ
と
同
視
し
う
る
も

の
に
付
き
纏
う
「
あ
い
ま
い
さ
」
の
原
因
を
分
析
す
る
こ
と
が
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
の
実
質
を
明
ら
か
に
し
、
可
能
性
「
割
合
」

を
規
範
的
に
評
価
す
る
た
め
の
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
具
体
的
状
況
下
に
お
い
て
具
体
的
患
者
と
向
き
合
う
医

師
の
行
為
義
務
は
一
定
の
技
術
の
規
準
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
同
義
務
に
よ
り
保
護

す
べ
き
利
益
に
は
、
具
体
的
な
「
医
療
側
の
事
情
」
や
「
患
者
側
の
事
情
」、
そ
し
て
「
疾
病
側
の
事
情
」
と
い
う
不
確
定
要
素
（
維
）が
あ
る
た

め
の
「
可
能
性
」
を
も
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
確
定
要
素
、
つ
ま
り
利
益
を
不
確
定
な
ら
し
め
る
要
因
こ
そ
が
、「
相
当
程
度
の

可
能
性
」
利
益
の
実
質
を
、
さ
ら
に
は
損
害⇒

可
能
性
「
割
合
」
を
評
価
す
る
た
め
の
要
因
に
な
る
。
可
能
性
「
割
合
」
は
具
体
的
に
は

何
％
と
い
う
数
字
で
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
右
の
要
因
を
総
合
考
慮
し
て
導
き
出
さ
れ
た
法
的
評
価
の
結
果
で
あ
る
。

な
お
、
行
為
義
務
は
具
体
的
患
者
を
前
に
し
て
事
前
的
抽
象
的
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
し
た
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益

も
事
前
的
抽
象
的
な
利
益
と
し
て
認
め
ら
れ
る
ゆ
え
、
同
利
益
侵
害
に
お
け
る
損
害
も
ま
た
行
為
時
に
客
観
的
に
把
握
さ
れ
た
抽
象
的
な
利

益
の
現
実
化
し
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
客
観
的
に
把
握
さ
れ
た
抽
象
的
利
益
と
し
て
の
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
を
考
慮
す
べ
き
要
因
は
、
事
前
的
に
、
そ
し
て
客
観
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
経
過
に
お
い
て
鑑

定
等
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
客
観
的
事
情
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
仮
に
行
為
義
務
措
定
時
に
医
師
が
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

（
予
見
可
能
）
客
観
的
に
評
価
さ
れ
る
、
ま
た
は
、
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
（
結
果
回
避
可
能
）
客
観
的
に
評
価
さ
れ
る
事
情
に
つ
い

て
は
、
先
述
の
よ
う
に
医
療
側
要
因
と
な
り
得
る
。
具
体
的
患
者
が
被
っ
た
死
亡
な
ど
の
具
体
的
な
悪
結
果
を
基
点
に
し
た
具
体
的
事
情
が

客
観
的
に
把
握
さ
れ
れ
ば
、
つ
ま
り
不
法
行
為
後
に
発
生
し
た
事
情
は
、
可
能
性
と
い
う
「
潜
在
的
利
益
」
が
現
実
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
利

益
と
認
め
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
の
事
情
で
あ
る
ゆ
え
、
先
に
掲
げ
た
諸
事
情
と
は
別
の
要
因
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
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ち
、
こ
の
よ
う
な
場
合
と
は
、「
可
能
性
」
を
没
却
す
る
か
（
最
判
平
成
一
七
年
）、
事
実
的
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
要
因
と
し
て
機
能
す

る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

註（
46
）
現
実
の
可
能
性
割
合
は
、
こ
れ
ま
で
の
症
例
の
集
積
な
ど
か
ら
肝
が
ん
の
よ
う
に
割
合
を
一
定
程
度
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
（
日
本
肝

癌
研
究
会･

肝
癌
追
跡
調
査
委
員
会
編
「
第
一
七
回
全
国
原
発
性
肝
癌
追
跡
調
査
報
告
』
日
本
肝
癌
研
究
会
事
務
局
）、
相
当
程
度
の
可
能
性
侵
害

に
よ
る
損
害
を
評
価
す
る
た
め
の
単
な
る
一
事
情
と
な
り
得
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
47
）
橋
口
・
前
掲
注
（
19
）
及
び
永
野
＝
伊
藤
・
前
掲
注
（
19
）
に
よ
る
と
、
一
〇
〇
〇
万
円
を
認
め
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
が
、
五
〇
〇
万

円
以
下
の
慰
謝
料
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

（
48
）
潮
見
・
前
掲
注
（
24
）
二
三
五
頁
。

（
49
）
裁
判
実
務
で
、
財
産
的
損
害
の
立
証
困
難
性
に
対
す
る
補
完
な
ど
に
も
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
拡
大
し
て
い
る
。
ま
ず
交
通
事
故
慰
謝
料
額

賠
償
実
務
に
お
い
て
、
例
え
ば
逸
失
利
益
額
の
認
定
は
で
き
な
い
が
、
経
済
的
損
失
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
認
定
で
き
る
ゆ
え
に
、
慰
藉
料
算
定
に

あ
た
っ
て
こ
れ
を
考
慮
す
る
判
決
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
こ
の
機
能
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
吉
村
良
一
「
慰
謝
料

請
求
権
」
民
法
講
座
六
巻
（
一
九
八
五
年
）
四
三
六
頁
）。
医
療
過
誤
裁
判
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
名
古
屋
高
判
平
成
一
五
年
一
一
月
五
日
判
時

一
八
五
七
号
五
三
頁
が
、
延
命
利
益
侵
害
の
場
合
に
お
い
て
、「
相
当
程
度
延
命
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
ど
の
程
度
の
期
間

生
存
で
き
た
か
は
、
主
と
し
て
得
べ
か
り
し
利
益
そ
の
他
の
損
害
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
由
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
確
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
慰
謝
料
の
算
定
に
際
し
考
慮
す
る
」
と
し
て
い
る
。

（
50
）
吉
村
良
一
『
不
法
行
為
法
第
三
版
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
五
年
）
一
四
七
頁
。

（
51
）
永
野
＝
伊
藤･

前
掲
注
（
19
）
七
一
頁
。
八
木
・
前
掲
注
（
12
）
一
六
四
頁
及
び
杉
原
・
前
掲
注
（
17
）
二
〇
九
頁
は
、
逸
失
利
益
等
の
財
産

損
害
を
一
部
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
お
り
、
最
高
裁
も
財
産
的
損
害
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
せ
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
志
村
由
貴
「『
相
当
程
度
の
可
能
性
侵
害
論
』
を
め
ぐ
る
実
務
的
論
点
」
ジ
ュ
リ
一
三
四
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
三
頁
は
、「
最
判

平
成
一
五
年
の
差
戻
審
（
大
阪
高
判
平
成
一
七
年
六
月
一
五
日
（
判
例
集
未
搭
載
））
が
財
産
的
損
害
を
認
め
ず
慰
謝
料
…
の
み
を
認
容
し
た
の
に
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対
し
て
、
当
事
者
双
方
か
ら
上
告
受
理
申
立
が
あ
っ
た
が
、
最
高
裁
が
こ
れ
ら
の
申
立
を
い
ず
れ
も
受
理
し
な
か
っ
た
こ
と
…
か
ら
す
る
と
、
最
高

裁
が
財
産
的
損
害
を
認
め
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
52
）
新
美･

前
掲
注
（
17
）
六
二
頁
。

（
53
）
鎌
田
薫
「
判
例
批
評
」
セ
レ
ク
ト
，00
（
法
教
二
四
六
号
別
冊
付
録
）（
二
〇
〇
一
年
）
二
三
頁
、
小
池
泰
「
判
例
批
評
」
民
商
一
三
〇
巻
四･

五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
八
五
頁
。
筆
者
も
「
可
能
性
」
損
害
の
把
握
の
困
難
さ
、
お
よ
び
、
生
命
侵
害
と
は
別
の
理
論
構
成
に
よ
る
「
相
当
程
度

の
可
能
性
」
侵
害
で
あ
る
こ
と
か
ら
非
財
産
的
損
害
と
し
て
の
慰
謝
料
と
し
て
、
可
能
性
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
慰
謝
料
額
も
多
く
認
め
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
て
い
た
が
（
寺
沢
・
前
掲
注
（
31
）
一
五
〇
頁
）、
可
能
性
に
つ
き
行
為
義
務
の
視
点
か
ら
見
る
こ
と
に
よ
り
、
直
截
に
財
産
的

損
害
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

（
54
）
窪
田
・
前
掲
注
（
17
）
七
〇
頁
、
前
田
順
司
「
判
例
解
説
」
宇
津
木
伸
他
編
『
医
事
法
判
例
百
選
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
六
年
）
一
六
五
頁
、
前

田
達
明
「
判
例
評
論
」
判
時
一
八
八
五
号
（
判
評
五
五
五
号
）
一
九
三
頁
。
杉
原
・
前
掲
注
（
17
）
は
、「
い
わ
ゆ
る
死
傷
損
害
説
」
の
立
場
か
ら

は
財
産
的
損
害
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
大
塚･

前
掲
注
（
15
）
一
六
頁
は
、
実
質
的
に
確
率
的
心
証
論
を
ど
の
よ
う
な
要
件
の
も

と
に
認
め
て
い
く
か
、
例
え
ば
救
命
率
八
〇
％
の
と
き
八
〇
％
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
高
度
の
蓋
然
性
の
心
証
が
七
〇
〜
八
〇
％
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
の
と
ど
う
平
仄
を
合
わ
せ
る
の
か
、
な
ど
の
問
題
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
と
す
る
。

（
55
）
澤
野
「
判
研
」･

前
掲
注
（
17
）
二
〇
一
頁
、
飯
塚
・
前
掲
注
（
20
）
一
二
〇
頁
。

（
56
）
林･

前
掲
注
（
35
）
七
四
頁
。

（
57
）
石
川
「
因
果
関
係
」･

前
掲
注
（
38
）
五
一
頁
。

（
58
）
も
っ
と
も
、
慰
謝
料
も
民
訴
法
二
四
八
条
が
適
用
さ
れ
る
場
面
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
（
奈
良
二
郎
執
筆
「
第
二
四
八
条
」
賀
集
晶
＝
松
本
博

之
＝
加
藤
新
太
郎
編
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
第
三
版
民
事
訴
訟
法
２
（
別
冊
法
セ
一
八
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
五
二
頁
）、
幼
児
等
の
逸
失
利

益
な
ど
と
同
様
、
い
わ
ゆ
る
「
控
え
め
な
算
定
方
法
」
な
ど
に
よ
る
証
明
度
の
軽
減
と
い
う
裁
判
実
務
の
現
実
の
対
応
を
追
認
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
他
の
損
害
の
場
合
に
も
適
用
可
能
な
よ
う
に
一
般
化
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
吉
村
・
前
掲
注
（
50
）
一
五
五
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
条

は
証
明
度
の
軽
減
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
幼
児
等
の
逸
失
利
益
は
損
害
額
算
定
の
た
め
の
実
体
法
ル
ー
ル
の
問
題
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
の
局
面
が
異

な
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
山
本
克
己
「
自
由
心
証
主
義
と
損
害
額
の
認
定
」
松
本
博
之=

宮
崎
公
男
編
『
講
座
新
民
事
訴
訟
法

Ⅱ
』
弘
文
堂
（
一
九
九
九
年
）
三
〇
三
頁
、
潮
見･

前
掲
注
（
24
）
二
三
四
頁
）。
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潮
見･

前
掲
注
（
24
）
二
三
六
頁
は
、
慰
謝
料
算
定
も
法
的
評
価
に
か
か
わ
る
裁
判
官
の
裁
量
判
断
で
あ
る
と
い
う
限
り
で
は
民
訴
法
二
四
八

条
の
守
備
範
囲
外
で
あ
る
が
、
慰
謝
料
の
補
完
的
機
能
が
果
た
し
て
い
た
部
分
に
つ
い
て
は
、「
慰
謝
料
へ
の
逃
避
」
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
同
条

を
介
し
て
端
的
に
「
財
産
的
損
害
」
と
し
て
の
賠
償
請
求
を
認
め
る
可
能
性
が
開
か
れ
た
と
し
て
い
る
。

（
59
）
潮
見･

前
掲
注
（
24
）
二
三
六
頁
。

（
60
）
平
井
「
債
権
」・
前
掲
注
（
13
）
四
〇
頁
は
、
権
利
侵
害
の
要
件
は
損
害
発
生
の
要
件
の
中
に
解
消
さ
れ
、
実
際
に
は
同
一
の
も
の
と
し
て
い

る
。「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
を
損
害
事
実
と
捉
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
侵
害
と
損
害
を
区
別
し
な
い
考
え
方
に
一
見
同
じ
考
え
方
を
採
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
に
つ
い
て
は
、
異
な
っ
た
考
量
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
文
中
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
損

害
発
生
の
要
件
に
解
消
さ
れ
る
と
い
う
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
相
当
程
度
の
可
能
性
を
被
侵
害
利
益
と
す
る
こ
と
の
特

殊
性
か
ら
結
果
的
に
可
能
性
利
益
に
お
け
る
損
害
も
ま
た
抽
象
的
に
可
能
性
損
害
を
観
念
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行

為
義
務
違
反
と
因
果
関
係
の
連
結
点
を
侵
害
と
し
て
、
こ
の
侵
害
が
も
た
ら
し
た
も
の
を
損
害
と
す
る
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
（
四
宮
・
前
掲
注

（
32
）
二
九
七
頁
以
下
）。

（
61
）
平
井
「
債
権
」・
前
掲
注
（
13
）
九
九
頁
以
下
。
潮
見
・
前
掲
注
（
24
）
二
一
六
頁
以
下
も
参
照
。
損
害
事
実
説
に
は
、
損
害
事
実
を
ど
の
レ
ベ

ル
で
捉
え
る
か
な
ど
の
損
害
概
念
や
、
権
利
侵
害
と
の
関
係
如
何
な
ど
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
本
文
中

に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
共
通
項
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
差
額
説
と
異
な
り
損
害
を
抽
象
的
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
そ
し
て
、
損
害
事

実
の
確
定
と
金
銭
的
評
価
を
分
離
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
62
）
平
井
「
債
権
」・
前
掲
注
（
13
）
七
五
頁
。

（
63
）
加
藤
新
太
郎
「
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
け
る
因
果
関
係
」
川
井
健
＝
田
尾
桃
二
編
『
転
換
期
の
取
引
法
』
商
事
法
務
（
二
〇
〇
四
年
）
三
八
二
頁
。

（
64
）
春
日
偉
知
郎
「『
相
当
な
損
害
額
』
の
認
定
」
ジ
ュ
リ
一
〇
九
八
号
（
一
九
九
六
年
）
七
三
頁
、
奈
良･

前
掲
注
（
58
）
二
五
二
頁
。
な
お
、
注

（
58
）
参
照
。

（
65
）
窪
田
充
見
『
不
法
行
為
法
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
七
年
）
三
六
二
頁
。

（
66
）
平
井
「
理
論
」・
前
掲
注
（
11
）
四
九
六
頁
。

（
67
）
石
川
寛
俊
弁
護
士
の
最
判
平
成
一
一
年
の
上
告
理
由
に
お
け
る
損
害
の
算
定
の
主
張
（
民
集
五
三
巻
二
号
二
六
八
頁
）
を
参
照
。
な
お
、
後
遺

症
の
場
合
に
つ
き
、
林･

前
掲
注
（
35
）
七
四
頁
。
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（
68
）
幼
児
の
逸
失
利
益
の
金
銭
的
評
価
に
お
い
て
規
範
的
判
断
が
必
要
と
な
る
の
は
、
未
だ
発
生
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
抽
象
的
な
損
害
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
規
範
的
な
ル
ー
ル
の
必
要
性
と
い
う
点
で
は
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
損
害
に
お
け
る
と
同
じ
で
あ
る
が
、
幼
児
の
逸
失
利
益

は
、
例
え
ば
死
亡
と
い
う
確
定
し
た
侵
害
結
果
に
基
づ
い
た
損
害
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
が
将
来
の
不
確
実
な
損
害
で
あ
る
た
め
、
規
範
的
ル
ー
ル

に
従
っ
て
算
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
損
害
と
は
異
な
る
。

（
69
）
潮
見･
前
掲
注
（
24
）
二
二
〇
頁
。
な
お
、
前
田
・
前
掲
注
（
54
）
一
九
七
頁
を
参
照
。

（
70
）
石
川
「
因
果
関
係
」･

前
掲
注
（
38
）
五
三
頁
は
、
医
師
が
負
う
べ
き
身
体
生
命
へ
の
危
険
防
止
ま
た
は
治
療
機
会
提
供
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
注
意
義
務
（
作
為
義
務
）
か
は
、
疾
病
側
の
事
情
（
悪
性
度
や
進
行
度
）、
患
者
側
の
事
情
（
基
礎
体
力
、
素
因
）、
医
療
側
の
事
情
（
設
備
、

能
力
、
客
観
的
に
行
い
得
た
治
療
）
の
三
要
素
の
組
み
合
わ
せ
で
導
か
れ
る
と
す
る
（
三
要
件
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
日
本
肝
癌
研
究

会
・
肝
癌
追
跡
調
査
委
員
会
編
「
第
17
回
全
国
原
発
性
肝
癌
追
跡
調
査
報
告
」
日
本
肝
癌
研
究
会
事
務
局
（
注
（
46
）
に
記
載
さ
れ
た
調
査
に
お
け

る
要
因
を
参
照)

。」

四

結
語

医
師
の
過
失
行
為
と
最
終
悪
結
果
と
の
間
に
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
事
実
的
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
可
能
性
は
否
定
で

き
な
い
場
合
、
従
前
の
下
級
審
判
決
や
学
説
は
、
期
待
権
侵
害
等
の
法
理
論
に
よ
り
処
理
し
、
慰
謝
料
の
み
を
認
め
て
い
た
。
最
判
平
成
一

二
年
が
死
亡
当
時
の
生
存
の
「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
と
い
う
新
し
い
利
益
を
創
り
出
し
て
以
来
、
わ
ず
か
一
〇
年
余
の
間
に
、
医
療
過
誤

訴
訟
に
お
い
て
、
こ
の
法
理
に
よ
り
患
者
側
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
た
裁
判
例
が
五
〇
例
余
に
の
ぼ
る
。
し
か
し
、
こ
の
利
益
の
損
害
評

価
に
つ
い
て
は
、
余
り
議
論
が
見
ら
れ
な
い
ま
ま
、
裁
判
実
務
は
慰
謝
料
の
み
を
認
め
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
っ
た
。
医
療
過
誤
裁
判
例
に
お

い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
慰
謝
料
は
、
近
時
、
拡
大
さ
れ
た
補
完
機
能
、
す
な
わ
ち
、
従
来
の
伝
統
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
填
補
機
能
や
補
完

機
能
（
そ
し
て
制
裁
機
能
）
を
考
慮
し
て
も
な
お
説
明
が
で
き
な
い
領
域
ま
で
を
カ
バ
ー
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
慰
謝
料
が
こ
の
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よ
う
に
多
様
か
つ
拡
大
し
つ
つ
あ
る
機
能
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
機
能
の
違
い
が
具
体
的
に
慰
謝
料
額
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
及
ぼ
す
か
に
つ
い
て
の
分
析
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
見
ら
れ
な
い
し
、
判
決
に
も
積
極
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え

る
。本

稿
は
、
慰
謝
料
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
に
着
目
し
た
こ
と
を
契
機
に
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
利
益
侵
害
に
つ
き
、
利
益

侵
害
の
実
質
と
損
害
の
内
容
を
分
析
す
る
べ
く
、
具
体
的
に
は
民
訴
法
二
四
八
条
を
適
用
を
視
野
に
入
れ
て
、
具
体
的
な
評
価
お
よ
び
算
定

方
法
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
旦
因
果
関
係
か
ら
離
れ
て
、
医
師
の
行
為
義
務
に
視
点
を
転
じ
る
こ
と
に
よ

り
、
行
為
義
務
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
の
実
質
的
な
内
容
か
ら
、
民
訴
法
二
四
八
条
を
適
用
す
る
場
合
の
損
害
評
価
と
算
定
方
法
を

導
き
出
し
、
因
果
関
係
と
は
別
な
レ
ベ
ル
で
の
可
能
性
「
割
合
」
に
よ
る
財
産
的
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
考
え
方
を
提
案
し
た
。
も
っ
と

も
、
本
稿
で
は
可
能
性
「
割
合
」
に
つ
い
て
の
一
つ
の
視
点
か
ら
の
損
害
評
価
の
要
因
を
導
き
出
し
た
も
の
で
、
具
体
的
な
損
害
算
定
の
方

法
に
つ
い
て
は
、
上
の
三
要
因
の
さ
ら
な
る
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

今
後
、
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
い
て
、「
相
当
程
度
の
可
能
性
」
侵
害
の
場
合
と
同
様
な
、
慰
謝
料
の
み
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
け

る
損
害
の
評
価
が
問
題
と
な
る
場
面
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
問
題
状
況
に
対
応
し
た
「
慰
謝
料
」
の
分
析
が
必
要
と
考
え
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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